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長野市環境基本計画策定の経緯と目的

 長野市では、平成９年(1997)年４月に施

行した「長野市環境基本条例」に基づき、平

成12(2000)年３月に「長野市環境基本計

画」を策定。その後も、平成24(2012)年４

月には「第二次長野市環境基本計画」を策

定するとともに、平成29(2017)年４月に

は、新たな施策の導入と目標値の見直し等

を行い「第二次長野市環境基本計画 後期基

本計画」を策定した。

 地 球 温 暖 化 対 策 と し て は 、 平 成 21 年

(2009)年12月に「長野市地球温暖化対

策地域推進計画」を策定し、地域における温

室効果ガス排出量を削減するための長期的

目標と施策を定め、その後も計画の改定を

行ってきた。

 令和４(2022)年４月策定の「第三次長野市環境基本計画」（現計画）では、気候変動対策として省

エネルギー、再生可能エネルギーの推進のほか、多様な生態系と豊富な自然環境の保全、プラス

チックスマートなどの循環型社会の形成、地球温暖化への対応などを総合的に推進するため、 「長

野市地球温暖化対策地域推進計画」を統合。さらに、「生物多様性地域戦略」及び「地域気候変動適

応計画」を包含させるとともに、ＳＤＧｓの視点を計画に盛り込んだ。

・・・

第三次 環境基本計画
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望ましい環境像

人と自然が共生し 未来につなぐ 脱炭素のまち「ながの」

 人と自然が共生し・・・自然からの恩恵に感謝し、自然を守ります
 未来につなぐ・・・・・・・次世代へ責任をもって引き継ぎます
 脱炭素のまち・・・・・・・脱炭素に向けてみんなで取り組みます

施策の体系

基本目標１ 脱炭素社会の構築 ◆地球温暖化対策地域推進計画 ◆気候変動適応計画

再生可能エネルギーの利活用と地産地消 バイオマス資源の有効活用

省エネルギーの推進 脱炭素型の地域づくりの推進

森林によるＣＯ２吸収の促進 気候変動への適応

基本目標２ 循環型社会の実現

４Ｒの推進 廃棄物の適正処理

プラスチックスマートの推進

基本目標３ 豊かな自然環境の保全 ◆生物多様性地域戦略

生物多様性の確保 森林・農地の保全と活用

身近な緑の保全と創出 良好な水辺の保全と創出

基本目標４ 良好で快適な環境の保全と創造

環境汚染対策 身近な生活環境の保全

美しいまちなみの保全と創出

基本目標５ 協働と学びの推進

協働の推進 学びの推進
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第六次環境基本計画では、現在及び将来の「国民一人一人の『ウェルビーイング／高い生活の質』

の向上」「人類福祉への貢献」を目的として掲げており、経済社会システムを変革と、環境収容力

を守り、環境の質を向上させることによって、経済社会が成長・発展していくことのできる「循環

共生型社会」の実現を打ち出している。

計画策定の背景

１ 直面する危機

 地球が「３つの危機」に直面・・・「気候変動」「生物多様性の損失」「汚染」

 人類の活動が地球の環境収容力を超過・・地球の環境収容力（プラネタリー・バウンダ

リー）を超えつつある

 環境先進国に向けて正念場・・・世界トップレベルであった炭素生産性※が、トップから大

きく乖離

２ 経済・社会面での課題

 人口減少と東京一極集中・・・・・出生率の低下、地方の疲弊

 経済の長期停滞・・・・・・・・・・・・・一人当たりＧＤＰの国際順位が30位に低下

 「合成の誤謬※」の発生等・・・・・設備投資や人件費の削減、人的資本投資など「経済的競

争能力」の割合が縮小

計画の方向性（コンセプト）・・環境・経済・社会すべてにおいて「勝負の2030年」

目 的・・「ウェルビーイング／高い生活の質」、「人類の福祉への貢献」

 環境保全とそれを通じた「ウェルビーイング／高い生活の質」を最上位の目的に置いて
いる。

 「 ウェルビーイング／高い生活の質」が実現した、環境収容力を守り、環境の質を上げ
ることによる経済社会の成長・発展できる持続可能な社会の姿として「循環共生型社
会」を掲げている。

ビジョン・・「循環共生型社会」（環境の質を上げることによって成長・発展できる文明）

 【循 環】（≒科学）
自然界の健全な物質循環、地下資源依存から「地上資
源基調」への転換、環境負荷の総量削減・良好な環境創出

 【共 生】（≒哲学）
人と地球の健康の一体化（プラネタリー・ヘルス）、地球
全体の未来が同心円

炭素生産性※：付加価値額をCO2排出量で除して計算され、この数値が大きいほど、少ない排出量で経済活動を活発に行っていることを意味している。

合成の誤謬※：ミクロの視点では合理的な行動であっても、それが合成されたマクロの世界では、必ずしも好ましくない結果が生じてしまうこと。
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「循環共生社会」を実現するための「新たな視点」

循環共生型社会を実現するための大方針及び環境行政の役割として、将来にわたって質の高い

生活をもたらす「新たな成長」を位置付けた。この「新たな成長」では、長年にわたる構造的問題に

対処するため、「ウェルビーイング／高い質の生活」から導かれる変え方を変える「６つの視点」を

掲げている。

変え方を変える「６つの視点」とは

GDPなどのフローに加え、ストックとしての自然資本とその維持・回復・充実させるため
のシステムが必要

①ストックの重視

長期的視点に立った現在及び将来の国民の本質的なニーズを踏まえた巨大な投資。世代
間衡平性、環境を軸とした国際協調など

②長期的視点

供給者が持つ現状のシーズ、国民の本質的なニーズ（科学の要請を含む）への対応が必要③本質的ニーズ

モノの豊かさから心の豊かさへ転換。無形資産（人的資本、マーケティング、研究開発、
DX等）の重視。

④無形資産・心の豊かさ

社会関係資本の強化、コミュニティの再生、包摂性が重要⑤コミュニティ・包摂性

一極集中ではなく自立分散型の国土、分散型の経済社会システムへの転換が必要⑥自立・分散

個別分野の６つの重点的施策

気候変動対策

循環型社会の形成

生物多様性の確保・
自然共生

水・大気・土壌の環境
保全、環境リスクの管理

基盤となる施策

東日本大震災からの復
興・創生及び今後の大
規模災害発災時の対応

パリ協定で採択された平均気温の上昇1.5℃の目標に向け、利用可能な最良
の科学的知見に基づき、取組の十全性（スピードとスケール）の確保を図るとと
もに、我が国が有する技術・ノウハウを活用し、官民で連携しながら、世界全体
の気候変動対策に取り組んでいくこと など

①循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づ
くり ②資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的
な資源循環 ③多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現 ④資
源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行 など

①生態系の健全性の回復 ②自然を活用した社会課題の解決 ③ネイチャーポ
ジティブ経済の実現 ④生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行
動（一人一人の行動変容） ⑤生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際
連携の推進 など

①水・大気・土壌の環境保全（人の命と環境の保護・気候変動、生物多様性、循
環型社会等への対応・良好な環境の創出 など） ②化学物質管理（化学物質管
理のための法的枠組み など） ③環境保健対策（公害健康被害補償・ 公害健
康被害予防事業の実施) など

①環境影響評価 ②科学的知見に基づく政策決定の基盤となる研究開発の推
進 ③環境教育、ESD 及び協働取組の推進 ④環境情報の整備と提供・広報の
充実 など

①東日本大震災からの復興・創生（被災地における環境再生の取組・未来志向
の取組 など） ②自然災害への対応（災害廃棄物の処理・被災地の環境保全対
策） など
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 未来につなぐ・・・・・・ 持続可能
 豊かな自然・・・・・・・・ 長野県が誇る自然環境
 確かな暮らし・・・・・・・ 経済・社会・環境の統合的向上

基本目標１ 持続可能な社会の構築

環境教育等による環境保全意識の醸成と行動の促進 パートナーシップによる環境保全活動の推進

豊かな自然やライフスタイル等の発信 環境影響評価による環境保全の推進

環境保全に関する調査研究等の強化

基本目標２ 脱炭素社会の構築

徹底的な省エネルギーの推進 再生可能エネルギーの普及促進

総合的な地球温暖化対策

基本目標３ 生物多様性・自然環境の保全と利用

生物多様性の保全 自然環境(生態系)の保全 自然とのふれあいの推進

基本目標４ 水環境の保全

水源の涵養と適正な利活用 安全安心な水の保全

親しみやすく生物を育む水辺環境の創出

基本目標５ 大気環境等の保全

清浄な大気と良好な地域の生活環境の確保 化学物質による環境汚染の防止と対策

水環境保全に係る調査・研究及び情報発信等の推進

基本目標６ 循環型社会の形成

廃棄物の４Ｒの推進 廃棄物の適正処理の推進

共に育み 未来につなぐ 豊かな自然と確かな暮らし

基本目標

施策の体系（実施施策）
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SDGｓのウェディングケーキモデル

令和元年東日本台風災害による浸水被害

6

環境政策を取り巻く動向

 2015(H27)年、国連総会において「持
続可能な開発目標（SDGｓ)が採択され、
同年のパリ協定では、世界の平均気温
上昇を産業革命以前と比べて1.5℃に
抑える目標が示された。

 2021(R3)年６月、地球温暖化対策推
進法の一部改正に伴い、「2050年まで
の脱炭素社会の実現」が位置付けられ
た。

 2023(R5)年３月、ネイチャーポジティ
ブ(自然復興)の実現を目指し、「生物多
様性国家戦略」が閣議決定された。

 2025(R7)年２月、「地球温暖化対策
計画」を改訂し、温室効果ガスの大幅な
削減目標(2035年、2040年度におい
て、2013年度からそれぞれ60％、
73％削減)を表明した。

 2020(R2)年、長野県は「気候非常事
態(2050ゼロカーボンへの決意)」を宣
言し、2050年二酸化炭素排出量実質
ゼロ」とすることを決意。長野市もこの
宣言に賛同している。

 長野市ではこれまでも「SDGｓ未来都市
計画」を策定し、自然の循環と経済の発
展を両立させる、長野らしい、世界に誇
る「産業」を、持続可能な形で、創造また
は再構築する取組を進めてきた。さらに
「バイオマス産業都市」に認定され、地域
の特色を活かしたバイオマス産業を軸と

した環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指している。
 2022(R4)年２月には、長野地域連携中枢都市圏の9市町村の共同で、2050年ま

でに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボン宣言」を発出した。
 地球温暖化の影響は、気温上昇、異常気象の頻発、海面上昇、生態系の変化など多岐

にわたり、生活、健康、経済活動に深刻な影響を及ぼす可能性を指摘されている。特
に本市においては、令和元年東日本台風による甚大な被害は記憶に新しいことなど
から、良好な環境づくりは、安全で安心な地域づくりに欠かせないものとして考えて
いく必要がある。



 国・県の環境関連計画等を勘案しつつ、市の特性を最大限に発揮できる計画とする。

 環境基本計画と同時並行で策定が進む(仮称)第六次 長野市総合計画（以下、次期

総合計画）との整合性を図るとともに、市の環境関連施策とも連携させた計画とす

る。

 現行の計画を評価・継承しつつ最新の環境の状況、分析結果等を反映し、社会情勢

の変化等を勘案した計画とする。

 市民、事業者及び行政の協働による施策の推進を図るため、意識調査等を反映し

た計画とする。

 各施策の指標については、事業実施の過程の質を評価する「プロセス指標」、事業実

施による成果を評価する「アウトプット指標」、そして、最終的な成果を評価する「ア

ウトカム指標」を可能な限り明確にする。

 環境基本計画は、地球温暖化対策地域推進計画（区域施策編）、地域気候変動適応

計画及び生物多様性地域戦略を包含した計画とする。

次期 長野市環境基本計画の策定について(素案)②

 計画期間は、令和９(2027)年度から令和13(2031)年度までの５年間とする。
 ただし、環境未来コンセプトについては、一律の期間設定は行わない。

 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、地域気候変動適応計画及び生物多様性地

域戦略を包含した計画とする。

地球温暖化対策地域推進計画（区域施策編）

地方公共団体が地球温暖化対策を推進するために策定する計画で、地域の特性を
踏まえ、温室効果ガスの排出削減や適応策に関する具体的な施策を定めたもの

地域気候変動適応計画

地方公共団体が、それぞれの地域の自然、経済、社会状況を踏まえ、気候変動の影
響を軽減するための対策を計画的に進めるためのもの

生物多様性地域戦略

地域の特性を踏まえて、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するためのもの

7

計画策定の基本方針

計画の期間

環境基本計画に包含される計画



５ 次期 長野市環境基本計画の骨子(素案)①

第１章 計画策定の基本事項

第２章 長野市の現状と課題

第３章 計画の理念・目標

 長野市の概況
(地勢・気候・人口及び人口の将来推計・産業等）

 現況と課題

 基本理念
 基本方針

 環境像
 市民・事業者・市の役割

 計画の趣旨
 計画の経緯

 計画の範囲
 計画の期間

 策定の視点
 計画の位置付け

（注)記載されている内容は計画の例示であり、今後の策定作業において具体的な方針・内容を決めていくものです。

8

第４章 環境未来コンセプト

 環境課題への取組は、５年間ではその効果が発揮できない分野が多いことから、

計画期間の更に先を見据えた長野市の環境の在るべき姿を「環境未来コンセプ

ト」として掲げるもの。

 環境未来コンセプトでは、計画に掲げる環境像の実現に向け、市民、事業者及び

行政が協働で環境保全活動に取り組むとともに、全庁的な環境施策の推進に向

け施策分野を横断し、中・長期的な視点で優先的・重点的に取り組むべき事業を

掲げるもの。

 環境対策の具体的な取組については、「第５章 施策の展開」において示すもの。

第１節 ウェルビーイングの実現

第２節 ２０５０カーボンニュートラルの実現

第３節 サーキュラーエコノミー（循環経済）の実現

～環境未来コンセプトのＰＯＩＮＴ～

▶ 部局横断で取り組むべき理念や方針を中・長期的視点で示すもの（一律の期間設定は行わない）

▶ 環境基本計画に掲げる環境像の実現に向け、優先的に取り組むべき施策や事業をを示すもの

▶ 地球環境の保全に向け、市民・事業者と行政が一体となって取り組むべき行動指針を示すもの

 市民・事業者の意識
（アンケート結果の抜粋）



次期 長野市環境基本計画の骨子(素案)②

第６章 計画の推進

第１節 計画の進行管理

第２節 進行管理の体制

第３節 長野市環境マネジメントシステムの推進

第４節 指標・目標値の一覧

資料編

長野市の概況

用語の解説

コラム
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第５章 施策の展開

第１節 脱炭素社会の構築 第２節 気候変動への適応

第３節 自然環境の保全 第４節 循環型社会の構築

第５節 未来へつながる快適な環境 第６節 環境意識の向上と実践

• 温室効果ガス排出抑制(省エネ)
• 再生可能エネルギーの利用促進
• バイオマス資源の有効活用
• 脱炭素型の地域づくり

• 生態系・生物多様性の保全
• 自然の恵みの享受
• 森林・農地の保全と活用

• 気候変動への理解促進
• 気候変動への適応力向上
• 防災力の向上

◆地球温暖化対策地域推進計画 ◆気候変動適応計画

◆生物多様性地域戦略 • ごみ減量とリサイクルの推進(４Ｒ)
• 廃棄物の適正処理
• プラスチックスマートの推進
• 市民・事業者との協働による資源循環

• 協働による環境保全活動の推進
• 環境の学びと体験の場の確保
• 環境情報の発信と人材の育成
• 環境リーダーの育成

• 良好な大気・水環境の保全
• 快適な生活環境の保全（騒音・振動)
• みどり豊かな都市景観の形成
• 歴史・文化の継承
• 交通環境の充実

 各施策には、計画期間中における達成目標を掲げるとともに、可能なものについてはロード
マップを設定する。



６ 長野市環境審議会で主な協議・審議事項の進め方①

第１章 計画策定の基本事項

第２章 長野市の現状と課題

第３章 計画の理念・目標

 計画の骨子（全体構成）については、事務局でそのイメージを作成したうえで、審議
会との協議を行いながらその構成を決めていく。

 上位計画となる次期総合計画との連携・調整を図るため、総合計画審議会と相互に
必要な情報交換を行っていく。
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 「計画の趣旨」「経緯」「視点」及び「位置付け」については、事務局で草案を作成する。

 「計画の範囲」及び「期間」については、審議会での意見を聴取し計画に反映する。

 その他、基本的事項として掲げるべき事項について、審議会の意見を聴取し、計画に

反映する。

 「長野市の概況」については、事務局で草案を作成する。

 「環境をとりまく現況と課題」については、事務局で草案を作成したうえで審議会で

の意見を聴取し、計画に反映する。

 「基本理念」「基本方針」及び「環境像」については、次期総合計画の策定状況と呼

応し、整合性を図りながら事務局で草案を作成した後、審議会での意見を聴取し

計画に反映する。

第４章 環境未来コンセプト

 環境未来コンセプトのテーマ、構成、目指すべき姿等について事務局が草案を作成し、

審議会の意見を聴取する。

 「施策の展開」を横断的に俯瞰し、関連する事業を抽出する作業を事務局が実施し、

審議会の意見を聴取する。

 環境基本計画の施策の展開には掲げていない事業であっても、関連性が認められる

事務事業、施策等を事務局が調査し、環境未来コンセプトに位置付ける作業を事務

局が実施する。



長野市環境審議会で主な協議・審議事項の進め方② 11

第６章 計画の推進

 第６章については、事務局において原案を作成する。

資料編

コラム

 資料編については、事務局において原案を作成する。

 第４章及び第５章の本文中に関連するコラムを挿入する。

～計画書作成上のＰＯＩＮＴ～

▶ 計画の内容を図や表で表現するとともに、根拠となるデータや数値を示すことで計画の説得力
を高める。

▶ 専門用語については、分かりやすい用語解説を付けることで理解しやすい計画とする。
▶ 市民・事業者へのアンケート等で把握した環境課題や期待される施策を整理・分析し、施策づく

りに反映させる。
▶ 計画書の内容を簡潔にまとめた概要版を作成するとともに、こどもたちの環境意識の高揚を図

るための啓発資料を作成する。
▶
▶

第５章 施策の展開

 「施策の展開」は、実効性ある計画とするため審議会における中心的な協議・検討事項
とする。

 「基本目標」は、計画期間において対応すべき環境保全対策をカテゴリーごとに整理
するとともに、課題の解消と環境の持続可能性の確保に向けた方策をできるだけ具
体的に示していく。

 事務局において作成する草案を基に、審議会での意見を聴取しながら内容の追加・修
正等を行うことでブラッシュアップさせていく。

 各施策の達成状況を図る指標は、可能な限りプロセス指標、アウトプット指標及びアウ
トカム指標といった段階ごとに、①具体的で分かりやすい ②測定が可能 ③達成が
可能 ④関連性がある ⑤期限の設置（いわゆる ＳＭＡＲＴの法則※）などを考慮し設
定する。

ＳＭＡＲＴの法則※ ：効果的な目標設定を行うためのフレームワーク。具体性（Specific）、計量性（Measurable）、達成可能性

（Achievable）、関連性（Relevant）、期限の明確化（Time-bound）を満たすことで目標設定が成功に結

びつくとされている。

スペシフィック メジャラブル

アチーバブル レリバント タイム バウンド
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